
3/26 学習会「地域ネットワークで貧困解消にチャレンジす
るソウル市に学ぶ」
韓国ソウル市では、市民運動出身の朴元淳市長のリーダーシップと市民の参画で、自治体改革が進んでいます。貧困を解消するために働き
がいのある仕事を創り出し、非正規雇用をなくし、職員がまちへ出かけて脆弱階層や生活困窮者など弱い立場の市民のニーズを探るという
実践をおこなっている韓国の政策は、日本にとって大いに参考となります。
今回の学習会は、韓国の視察調査を重ね、韓国の社会の動き、市民運動に最も精通している白石孝さんをお招きします。
マスコミや政府が伝えない韓国やソウル市の実情を学び、貧困の解消のために、地域レベルで、市民や行政はどのような取組ができるのか、
そのためにどのような仕組や組織を作っていくべきなのか等、白石さんのお話をお聞きし、一緒に考えられればと思います。是非、ご参加
ください。

日時：２０１９年３月２６日（火） 18:30～（開場 18:00）
講師：白石孝さん
会場：埼玉総合法律事務所３階第会議室　地図は→　こちら
＊　参加無料・予約不要
講師プロフィール：NPO 法人官製ワーキングプア研究会理事長、荒川区職員労働組合顧問（前書記長）。
自治のあり方、国民総背番号制、多文化共生など幅広く活動。
著書に、『ソウルの市民民主主義:  日本の政治を変えるために』（コモンズ、2018年）、『マイナンバー制度――番号管理から住民
を守る』（ 自治体研究社、2015年)、『なくそう！官製ワーキングプア』（日本評論社、2010年）など。
主催：反貧困ネットワーク埼玉
事務局連絡先　弁護士　猪股正　さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　
埼玉総合法律事務所　℡048-862-0355　fax048-866-0425
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【2/21学習会】市民民主主義にチャレンジする韓国の社会運
動に学ぶ（公正な税制を求める市民連絡会主催）
韓国ソウル市では、市民運動出身の朴元淳市長のリーダーシップと市民の参画で、自治体改革が進んでいます。貧困を解消するために働き
がいのある仕事を創り出し、非正規雇用をなくし、職員がまちへ出かけて脆弱階層や生活困窮者など弱い立場の市民のニーズを探るという
実践をおこなっている韓国の政策は、日本にとって大いに参考となります。今回の学習会は、どうすれば日本でも可能になるか、韓国の視
察調査を重ね、この問題に取り組まれてきた、当市民連絡会の会員でもある白石孝さんをお招きします。どなたでも参加できます（予約不
要）。是非、ご参加ください。

日時 ２０１９年２月２１日(木) 18:30～（開場 18:00）
講師　白石孝さん
講師プロフィール
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NPO 法人官製ワーキングプア研究会理事長、荒川区職員労働組合顧問（前書記長）。
自治のあり方、国民総背番号制、多文化共生など幅広く活動。
共著に『マイナンバー制度――番号管理から住民を守る』（  自治体研究社、(2015年)、『なくそう！官製ワーキングプア』（日本
評論社、2010年）など。

会場：主婦連合会会議室（主婦会館プラザエフ3階）　地図は→　こちら
主 催：公正な税制を求める市民連絡会
事務局連絡先　弁護士　猪股正　さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　
埼玉総合法律事務所　℡048-862-0355　fax048-866-0425
資料代：500円（経済的に困難な方は無料）

http://plaza-f.or.jp/index2/access/
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2/15(金)臨時休業のお知らせ

2月15日（金）10:00～19:50

所員研修のため、臨時休業とさせていただきます。
皆様方には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2/2（土）奨学金と将来デザイン　―これから社会へ出る「私
たち」の声―　のお知らせ
ATS冬イベント2018
『奨学金と将来デザイン－これから社会へ出る「私たち」の声－』

ヒトゴトじゃない、奨学金の問題。

いま、大学生の約半数が利用しているといわれる奨学金制度。２０１２年からその返済問題が社会的な課題として取り沙汰され、日本の奨
学金制度は６年を経て大きく変わりつつあります。
この変化は私たち学生や返済当事者を取り巻く環境をどう変えていくのでしょうか。
このイベントが、ご来場の皆さまにとって「奨学金」と「将来デザイン」を考えるきっかけとなれば幸いです。

【内　容】
①基調講演
鴨田 譲 （弁護士・埼玉弁護士会）

②調査報告
「学生の声をカタチに。
～奨学金アンケートから考える私たちの未来～」
愛知県 学費と奨学金を考える会

③トークセッション「奨学金の現在と望まれる未来」
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鴨田　 譲 （弁護士・埼玉弁護士会）
大内 裕和 氏（中京大学国際教養学部教授）

 

◆日時
２０１９年２月２日（土）開場１２時３０分／開演１３時

◆会場
名古屋港ポートビル４階講堂
地下鉄名港線「名古屋港」駅３番出口より徒歩５分

◆参加費
無料・事前申し込み不要

★事前受付ご協力のおねがい★
本講演会は「事前申し込み不要」となっておりますが、事前に来場者数を把握し、当日の受付を快適・円滑にするために、可能な方は下記
オンラインフォームから「事前受付」にご協力ください。以下のURLから必要事項を入力してください。  なお、この事前受付は必須で
はありません。本講演会は「事前申し込み不要」ですから、事前受付をしていなくても、当日ご入場頂けます。

【事前受付アンケート】
https://goo.gl/forms/Q9HjKXJ8p4eM8udX2

◆主催
愛知県 学費と奨学金を考える会
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ちらしはこちら⇒ 奨学金と将来デザイン －これから社会へ出る「私たち」の声－

 

日弁連人権擁護大会の基調報告書が公開されました。
2018年10月に青森にて開催された日弁連人権擁護大会の基調報告書データが、日弁連ホームページに公開されました。
下記3つの分科会のうち、当事務所の鈴木満弁護士が第1分科会、猪股正弁護士が第3分科会の実行委員として、基調報告書の作成に参加
しました。是非、ご活用ください。

第１分科会　「『外国人労働者１００万人時代』の日本の未来～人権保障に適った外国人受入れ制度と多文化共生社会の確立を目指して～」
第２分科会　「組織犯罪からの被害回復～特殊詐欺事犯の違法収益を被害者の手に～」
第３分科会　「日本の社会保障の崩壊と再生－若者に未来を－」昨日，日弁連HPに昨年の第１～第３分科会基調報告書を掲載しましたの
で，
御活用頂ければ幸いです。

【日弁連HP基調報告書掲載ページ】は→　こちら

年末年始　営業時間のご案内
 
当事務所は下記期間を年末年始休暇とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

　2018年12月29日(土)～2019年1月4日(金)

年内は2018年12月28日(金)は15時まで、
年明けは2019年1月5日（土）は9時より平常通り営業いたします。
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12/18 反貧困埼玉学習会「入国管理法問題と外国人労働問
題の現在」　講師　指宿昭一弁護士
反貧困ネットワーク埼玉、定例講演会（参加無料、予約不要）のご案内です。
今、もっとも重要な問題の１つである外国人労働問題について、指宿昭一弁護士にお話いただきます。

日時：２０１８年１２月１８日（火）１８時３０分～２０時
場所：埼玉総合法律事務所３階会議室
講師：弁護士　指宿昭一さん
テーマ：入国管理法問題と外国人労働問題の現在

お気軽にご参加ください。
学習会終了後は、反貧困ネットワーク埼玉の定例会に移行します。
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大企業による租税回避防止のため「過大支払利子税制」の抜本的
強化を求める声明
公正な税制を求める市民連絡会が、タックス・ヘイブン対策に関連する下記の声明を公表しました。

大企業による租税回避防止のため「過大支払利子税制」の抜本的強化を求める声明

　現在、タックス・ヘイブン対策の重要な柱の一つである「過大支払利子税制」の強化が検討されているが、これに反対する政財界の動き
がある。
　「過大支払利子税制」とは、企業が、国外の関連企業等に対して過大な利子を支払って損金に算入し、それによって所得を圧縮して租税
を回避することを防止するため、過大と認められる利子部分を損金不算入とする制度である。
　ＯＥＣＤは、２０１５年、１５の行動計画からなるＢＥＰＳプロジェクトを公表した。ＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転）とは「税のルー
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ルに含まれるギャップやミスマッチを利用することによって、低税率国や無税国に意図的に利益を移し、税を逃れる戦略」のことである。
現在、「ＢＥＰＳ包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）」のもとで、途上国を含め100か国以上
の国が参加し、１５の行動計画に沿って国内法を改正する国際的な取組が進められており、日本も参加国の一つである。そして、「過大支
払利子税制」については、ＢＥＰＳプロジェクト４が、企業の支払利子の損金算入を調整所得の１０％～３０％に制限する、利子控除制限
制度の強化を勧告し、諸外国は対応を進めている。
　これを受けて、日本においても、「過大支払利子税制」の強化が検討されており、昨年の政府税制調査会においても、５０％を超える部
分のみ損金不算入とする現行制度を、ＢＥＰＳプロジェクトの勧告に足並みを合わせ、１０～３０％に制限することが提案されている。
　ところが、これに対し、日本経団連など経済界は、一斉に「金融市場に影響する」などとして慎重な対応を求め、金融庁や経済産業省も、
反対の姿勢を示している。
　しかし、利子支払いの形でタックス・ヘイブンを利用できる大企業の税逃れは見逃し、市民に対しては消費税率の引き上げ等によって課
税を強化するというあり方は、不公正であり、税制への信頼を一層失わせ、市民の租税負担への抵抗を強めるばかりである。税収の流失を
止め安定した社会保障財源を確保するため、実効的なタックス・ヘイブン対策が必要不可欠である。また、これまで、ＢＥＰＳプロジェク
トの推進に主導的役割を果たしてきた日本は、国内において、自ら率先して勧告の内容を実現していくべきである。
　当連絡会は、企業の支払利子の損金算入限度について、ＢＥＰＳプロジェクトの勧告に沿って１０～３０％に制限する改正を速やかに行
うとともに、企業による租税回避の実態調査を進め、その結果を踏まえて１０％以下にまで制限する必要性も検討するなど、「過大支払利
子税制」を抜本的に強化することを求めるものである。

２０１８年（平成３０年）１２月１１日
公正な税制を求める市民連絡会
代　表　　宇都宮　健　児
同　　　　山　根　香　織
同　　　　菅　井　義　夫
同　　　　雨　宮　処　凛

ＰＤＦは→　こちら

【最高裁上告不受理】暴利行為を認定し不動産売買の無効を認め
た東京高裁２０１８年３月１５日判決が確定
２０１８年３月に、下記ページに掲載いたしました東京高裁２０１８年３月１５日判決（暴利行為を認定し、不動産買受人の明渡請求した
判決）については、相手方が上告しておりましたが、
最高裁判所第三小法廷は、平成３０年１１月２７日、上告不受理決定をし、東京高裁判決が維持され、勝訴判決が確定しました。
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▶東京高裁２０１８年３月１５日判決について
（弁護士　谷川生子、月岡　朗、猪股　正）

１２月９日「奨学金の保証人ホットライン」のお知らせ
 

独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の２名が必要とされ、連帯保証人には全額の
支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり２分の１の支払義務しかありません。

しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが、報道等により明らかになりました。
これを受けて、当会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。

今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を
超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。
また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。

奨学金の返済等でお困りの方など、お一人で悩まずに、気軽にご相談下さい。
また、一人でも多くの方が相談できますよう、関係各位には、拡散にご協力をいただきますよう、お願い致します。

【奨学金の保証人ホットライン】
○　ホットライン電話番号　０３－５８００－５７１１
○　日時　２０１８年１２月９日（日）１０：００～１７：００
○　主催　奨学金問題対策全国会議

＊問い合わせ先　０３(５８０２)７０１５（東京市民法律事務所内）
奨学金問題対策全国会議事務局長　弁護士　岩重佳治

https://saitamasogo.jp/archives/71311
https://saitamasogo.jp/archives/74462


ちらしはこちら⇒１２月９日「奨学金の保証人ホットライン」
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